
今後5年間程度の期間を見据えた原子力の研究開発の推進方策

原子力に関する研究開発の推進方策について原子力に関する研究開発の推進方策について

・原子力政策大綱（平成１７年１０月）
・エネルギー基本計画（平成１６年８月）

第１章 基本的な考え方

○現状認識

・原子力エネルギーは、地球
温暖化問題の解決や、エネ
ルギー安全保障の観点から
も基幹電源として必要不可
欠

・世界的にも原子力は再評価

・高速増殖炉サイクル技術の
研究開発及びＩＴＥＲ計画が
進展

・放射線利用も進捗

・日本原子力研究開発機構
の誕生

○背景
・第３期科学技術基本計画（平成１８年３月）
・分野別推進戦略（平成１８年３月）

第２章 原子力研究開発の推進

（１）基礎的・基盤的な研究開発
１原子力基礎・基盤研究開発☆
２量子ビームテクノロジー研究開発・利用推進☆

（２）革新的な技術概念に基づく技術システムの実
現可能性を探索する研究開発

１核融合研究開発☆☆
２高温ガス炉等の革新的原子力システム技術☆
３重粒子線がん治療研究☆☆

（３）革新的な技術システムを実用化候補にまで発
展させる研究開発

１高速増殖炉（FBR）サイクル技術☆☆

（国家基幹技術）

（４）革新技術システムを実用化するための研究開
発

１高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術☆☆
２使用済燃料再処理技術☆

第３章 原子力の研究、開
発及び利用に関する基
盤的活動の強化

（１）安全の確保
・原子力安全研究の推進☆

（２）放射性廃棄物の処理・処分
・ＲＩ・研究所等廃棄物の処分事業の
進め方

・原子力施設の廃止措置技術・放射
性廃棄物処理処分技術☆

（３）核不拡散技術研究開発
（４）人材の育成・確保
（５）産学官の連携
（６）広聴・広報の充実
（７）学習機会の整備・充実
（８）立地地域との共生
（９）国際協力について
・次世代の原子力システムの研究開
発に関する国際協力について

・アジアにおける原子力分野の協力
について

☆☆：戦略重点科学技術
☆ ：重要な研究開発課題



第２章第２章 原子力研究開発の推進原子力研究開発の推進

（４）－１ 高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術

○使用済燃料を再処理する過程で生じる高レ○使用済燃料を再処理する過程で生じる高レ
ベル放射性廃棄物等の地層処分技術に関すベル放射性廃棄物等の地層処分技術に関す
る研究開発の推進る研究開発の推進

瑞浪超深地層研究所計画

（２）－１ 核融合エネルギー技術核融合エネルギー技術
○○ITERITER計画及び幅広いアプローチの推進計画及び幅広いアプローチの推進

○重点化課題（トカマク、炉工学、レーザー、ヘ○重点化課題（トカマク、炉工学、レーザー、ヘ
リカル）の推進リカル）の推進

実験炉（ITER）

（３）－１ 高速増殖炉（高速増殖炉（FBRFBR）サイクル技術）サイクル技術

国家基幹技術

○○FSFSフェーズフェーズⅡⅡの成果を基に研究開発を推進。の成果を基に研究開発を推進。

○高速増殖炉サイクルの実証施設の運転開始○高速増殖炉サイクルの実証施設の運転開始
を目指した研究開発を加速。を目指した研究開発を加速。

○○GNEPGNEP等の国際協力の推進。等の国際協力の推進。 高速増殖原型炉「もんじゅ」

戦略重点科学技術戦略重点科学技術

（２）－３ 重粒子線がん治療研究重粒子線がん治療研究

○次世代の治療照射システムの要素技術の開発○次世代の治療照射システムの要素技術の開発

重要な研究開発課題重要な研究開発課題

（１）－１

原子力基礎・基盤、

核不拡散技術研究開発

（１）－２

量子ビームテクノロジー研究開発・

利用推進

（２）－１

核融合エネルギー技術

（２）－２

高温ガス炉などの革新的

原子力システム技術

（３）－１

高速増殖炉（FBR）サイクル技術

（４）－１

高レベル放射性廃棄物等の

地層処分技術

（４）－２

使用済燃料再処理技術

（軽水炉関係）



RI・研究所等廃棄物処理・処分事業の実施体制について（案）

【処分費用確保への支援】

【処分費用の積立制度の創設（※）】

【ＲＩ・研究所等廃棄物処分場立地支援】

国

廃棄物の流れ

国

RI・研究所等廃棄物発生者

（RI協会、原子力機構を含む）
原子力機構

（処分実施者）
指定法人（or
登録法人）

実施者とし
ての処分計
画の届出

・実施者としての
処分計画の承認

・処分義務付け

処分費用拠出
（原子力機構以外）

指定
（or登録）

処分計画
の届出

処分費用義務付け
※義務免除の場合

有り

払戻

資金積立

RI・研究所等廃棄物処分事業者

（原子力機構）

研究所等廃棄物集荷・貯蔵・（処理）事業者

（RANDEC（例））

研究所等廃棄物発生者

（原子力機構以外）
RI廃棄物発生者

RI廃棄物集荷・貯蔵・処理事業者

（RI協会）

※【処分の積立スキーム（案）】


